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保育所等への発達支援型巡回訪問支援事業等による「次世代を担う子どもたちへの投資」や役場新
庁舎建設に向け、三原文化会館及び歴史資料館の解体設計を行う「公共施設マネジメントの推進」、
事業所の増設をする事業者に対し、奨励金の交付を行う「活力ある産業の振興」を柱とした予算編成
を行いました。

補正予算編成の基本的な考え方

補正予算の柱

その他、公定価格の改定に伴う私立保育園委託料や幼稚園施設型給付費負担金の増額等504,082千円を計上して
います。

1.次世代を担う子どもたち
への投資

保育所等への性被害防止対策に係る設備等支援事業費
補助や発達支援に関する専門家による保育所等への巡
回支援を行うための体制整備を図ります。

8,427千円
（債務負担行為

23,408千円）

2.公共施設マネジメントの
推進

役場新庁舎建設に向け、埋蔵文化財の包蔵地である三
原文化会館の敷地全面の文化財調査を行うため、三原
文化会館及び歴史資料館の解体設計に着手します。

9,000千円
（債務負担行為

40,154千円）

3.活力ある産業の振興
町民の雇用促進・町内の産業振興などを目的として、
事業所の増設をする事業者に対し「企業立地促進奨励
金」の交付を行います。

11,490千円
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予算提案額の概要（総額）

補正前 補正額 補正後

18,514,230 532,999 19,047,229

議案第101号 苅田町一般会計補正予算（第6号）

補正予算の財源

補正前 補正額 補正後

国庫支出金 2,976,852 225,615 3,202,467

県支出金 1,403,185 36,097 1,439,282

財産収入 9,342 792 10,134

繰入金 1,214,771 11,490 1,226,261

繰越金 735,656 241,789 977,445

諸収入 259,283 12,716 271,999

町債 982,100 4,500 986,600
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予算提案額の概要（総額）

（単位：千円）

会計名
（補正号数）

補正前 補正額 補正後 主な内容

国民健康保険
特別会計
（第3号）

3,406,750 16,768 3,423,518 普通交付金返還金等の補正

介護保険
特別会計
（第2号）

3,086,206 926 3,087,132
デイサービス単価改定及び利
用者数増による補正

土地区画整理事業
特別会計
（第2号）

繰越明許費 与原土地区画整理事業 4,717千円
※歳入歳出予算の補正はありません。

特別会計の補正予算
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■【新規】発達支援型巡回訪問支援事業委託料 23,408千円（債務負担行為） 子育て・健康課
（国庫補助 11,704千円）

発達支援に関する専門家が保育所・幼稚園を巡回し、発達が気になる園児に早期の段階
から支援を行うための体制整備を図ります。早期発見、早期療育の機会を確保すること
を第一の目的としながら、保育従事者が専門家に相談できる体制を構築することで、保
育従事者の負担軽減を図ることが可能となります（契約期間：令和7年度～令和11年度）。

1.次世代を担う子どもたちへの投資
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【スキーム図】 保育園・幼稚園

町 実施事業者

情報共有

・訪問支援を実施します。
・行動観察、面談等をもとに、保
育従事者に報告、助言、指導等
を行います。

情報連携を行い、必要な支援に繋げます。



■【拡充】性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 600千円 子育て・健康課
（国庫補助 400千円）

パーテーション・人感センサーライト・簡易扉・簡易更衣室等の設置によるこどものプラ
イバシー保護や保護者からの確認依頼等にこたえるためのカメラによる支援内容の記録な
どを通じ、施設における性被害防止対策を支援します。
【補助基準額】1施設当たり10万円
【補助率】3/4

1.次世代を担う子どもたちへの投資
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昨年度実施の園では、プール遊びの着替
えの際に外から見えないように目隠し用
ミラーカーテンの設置を行いました。



2.公共施設マネジメントの推進

■【新規】三原文化会館外解体設計業務委託料及び 9,000千円 生涯学習課
三原文化会館外解体に伴う庁舎プレハブ事務所借上料 40,154千円（債務負担行為） 総務課

新庁舎の建設場所は現庁舎敷地内の三原文化会館の位置を考えております。三原文化
会館の敷地は、埋蔵文化財の包蔵地のため、早期に歴史資料館を含めた敷地全面の文化
財調査が必要となっており、そのためには三原文化会館及び歴史資料館を解体しなけれ
ばなりません。そこで、12月補正予算で解体のための設計費用を計上して設計に着手し、
令和7年度中に三原文化会館及び歴史資料館を閉館し、両施設の解体工事を完了させる予
定です。
また同時に、役場会議室の不足を解消するために会議室をリースで建設する予定とし
ています。

【事業の概要・スキーム（令和7年度以降）】

①三原文化会館及び
歴史資料館の解体工事
(～Ｒ7年度)

②三原文化会館及び
歴史資料館の跡地の
文化財調査

③新庁舎全体の
基本設計

④新庁舎(庁舎棟)の
実施設計

⑤新庁舎(庁舎棟)の
建設工事
(～R12年度途中)

苅田町役場新庁舎建設 7



3.活力ある産業の振興

本町における町民の雇用促進・町内の産業振興などを目的として、事業所の新設または増設
をする事業者に対し、「苅田町企業立地促進条例」に基づき奨励金を交付するものです。

■【継続】企業立地促進奨励金 11,490千円 交通商工課
（企業立地等奨励金基金繰入金 11,490千円）

事業の目的・概要

奨励金名 今回該当要件 交付額

企業立地促進奨励金

【増設／製造業】 ３件
・製造業の事業所を増設
・増設に係る投下固定資産総額１億円以上
（中小企業の場合２，０００万円以上）

※上記要件には更に詳細な要件があります。

１１，４９０千円
※増設に係る固定資産税相当額

（３年度間）
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